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令和３年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和２年度実績に基づく評価） 作成日 令和 3 年 8 月 6 日
基本目標名 5 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり
政　策　名 1 安全で安心して暮らせるまちづくり
施　策　名 2 交通安全・防犯・消費者対策の推進

施策関係課 市民活動促進課、危機管理課、社会福祉課、いきいき高齢課、道路河川課、空き家対策室、教育総務課、学校教育課、少年指導センター

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

市人口 人 119,348 118,450 117,706

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

目標 395 390 385 380

実績 316 330 251

目標 60.6 62.0 64.0 66.0

実績 59.4 54.7 53.5

目標 585 580 575 570

実績 987 702 777 佐野警察署資料

目標 市政に関するアンケート調査

実績 交通生活課資料

目標

実績

２．基本事業の目的と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 H30 R1 R2 R3 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 H30 R1 R2 R3

目標 5,000 5,020 5,040 5,060 目標 9,300 9,350 9,400 9,450 

実績 4,777 3,402 782 実績 9,308 9,355 9,394

目標 120 115 110 105 目標 95.0 96.0 97.0 98.0 

実績 116 143 106 実績 92.2 90.6 92.7 

目標 目標 130 132 134 136

実績 実績 124 124 119

目標 3,460 3,490 3,520 3,550 目標 1,540 1,550 1,560 1,570 

実績 3,467 3,480 3,496 実績 1,501 1,798 512 

目標 390 391 392 393 目標 42 43 44 45 

実績 389 394 394 実績 49 27 6

目標 27.1 27.1 27.1 27.2 目標

実績 27.0 27.0 27.1 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価

令和２年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

全て達成

一部未達成

全て未達成

基本事業名 令和２年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況 基本事業名 令和２年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

４．施策の基本情報

社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

５．施策全体の総括・今後の課題・今後の方向性

施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

市民生活課

毛塚敏夫

施策の目的
「対　象」

①市民

① 交通事故発生件数（暦年） 件

②
日常生活の中で、防犯の面で安心し
た生活をしている市民の割合

％

③ 消費生活相談件数 件

成果指標の
取得方法

④

⑤

交通安全
意識の高
揚

①市民（主
に子供、高
齢者、自動
車運転免
許所有者）

①交通安全教室な
どへの参加を通じ
意識の高揚を図
り、交通事故の当
事者とならないよう
にする。

①
交通安全教室へ
の参加者数

人
防犯意識
の高揚と
防犯体制
の整備・充
実

①市内全
域
②市民
③防犯活
動関係機
関・団体

①犯罪が起きにくい
環境が整備されてい
る。
②普段から防犯対策
がとられている。
③市と協働し、犯罪
の抑止に取り組む。

① 防犯灯設置数 基

②
高齢者の交通事故
件数（暦年）

件 ②
日頃から何らかの防犯
対策を行っている市民
の割合

％

③ ③ 自主防犯組織数 団体

道路・交通
安全施設
の整備

①市道 ①交通事故を未然
に防ぐ環境を整備
する。

①
カーブミラー設置
数

基
正しい消費
生活の情
報提供と
啓発活動
の充実

①市民
②消費者
団体

①消費に関する正
しい知識を習得し、
トラブルを回避す
る。
②協働して、正しい
消費知識を普及す
る。

①
消費生活出前講
座参加者人数

人

② 街路灯設置数 基 ②
消費者２団体の啓
発活動回数

回

③
幹線市道の歩道整備
率（幹線歩道延長/幹線市道
延長）

％ ③

・高齢者を対象とする交通安全教室において、実技指導や体験型講習を積極的に取り入れていくととも
に、歩行者優先意識の徹底を図るため、信号機のない横断歩道における車両の一時停止の遵守など
を呼びかける。
・通学路をはじめとする道路の安全確保のため、改良を必要とする箇所の整備及び危険箇所への交通
安全施設の整備を推進する。
・特殊詐欺対策電話機等の普及促進を図るとともに、関係機関と連携し、特殊詐欺被害の防止対策を
推進する。
・自主防犯組織への支援や育成を推進するとともに、子どもの安全対策として、各種防犯教育や啓発
活動を行う。
・高齢者の消費生活被害を未然に防ぐため、警察や地域包括支援センターなどの高齢者見守りネット
ワークを構成する団体と緊密な連携を図る。
・若年者への消費者教育については、中高生に加え、小学生のインターネットやスマートフォンの使用
率が高い状況に鑑み、学習の機会を増やす。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・コロナ禍の影響により、予定していた啓発を十分に行う事ができなかったが、新しい生活様式の下、ケーブルテレビ・栃木テレビデータ放
送・ホームページ・ＳＮＳなど、各種メディアを利用した非接触型の啓発に活路を見出した。
・通学路をはじめとする道路・交通安全施設の整備については、緊急を要する箇所は実施したものの、令和元年東日本台風からの復旧・
復興を優先したことで、一部先送りとなった事業もある。
・特殊詐欺対策電話機の購入補助、機器の無償貸出を通じて普及を図り、消費生活リーダー会等と連携した講話などを通じて防止対策を
推進した結果、特殊詐欺被害認知件数は減少した。
・物品供与等を通じて自主防犯組織を支援し、小学校や放課後こどもクラブ対象の不審者対応訓練を通じて子どもの安全対策を推進し
た。
・中学校の家庭科担当教諭と授業の資料や進め方などについて協議しながら、消費者教育を実践した。
【成果指標達成状況】
・「交通事故発生件数（暦年）」は、不要不急の外出の自粛が求められたこともあり、大幅に減少し、目標値３８５件に対して、実績は２５１
件となり、目標を達成することができた。
・「日常生活の中で、防犯の面で安心した生活をしている市民の割合」については、刑法犯の認知件数は大幅に減少したが、目標値６４.
０％に対して、実績は５３.５％で、体感治安の向上にはつながらなかった。
・「消費生活相談件数」については、巣ごもり需要と言われるインターネットを通じた電子商取引が増え、それを狙ったフィッシング詐欺や、
クーリング・オフのない通信販売でのトラブルに係る相談が増え、目標値５７５件に対して、実績は777件となり、目標を達成することができ
なかった。

成果
指標

【基本事業の取組方針達成状況】
・交通安全県民総ぐるみ運動期間に合わせ、新たに信号機のない横断歩道
における歩行者優先意識の向上を図る啓発を開始するなどした一方で、コロ
ナ禍の影響により、実技指導や体験型講習は、計画どおりに進まなかった。

【成果指標達成状況】
・コロナ禍による緊急事態宣言発出に伴い、交通安全教室の中止を余儀なく
されたこともあり、目標とする「交通安全教室への参加者数」には遠く及ばな
かった。
・新しい生活様式の下、ケーブルテレビ・栃木テレビデータ放送・ホームペー
ジ・ＳＮＳなど、各種メディアを利用した非接触型の啓発を実施したことや、不
要不急の外出が控えられたことで、交通事故の発生が抑制され、「高齢者の
交通事故発生件数（暦年）」の目標は達成した。

【基本事業の取組方針達成状況】
・　機器の普及を図り、関係機関と連携した講話の機会を増やして啓発し、特殊詐欺の
認知件数は減少した。
・　情報提供や物資支援を通じて自主防犯組織を支援し、活性化を図った。不審者対応
訓練により子どもの安全対策を図り、ＳＮＳの適正利用教育を通じて非行防止対策に努
めた。

【成果指標達成状況】
・　「防犯灯設置数」は、周知に努めるも、要望数が目標に届かず未達成であった。
・　「日ごろから何らかの防犯対策を行っている市民の割合」は、ＨＰ等による広報や啓
発物品の配布により、前年比で増加したものの、目標値には届かず未達成であった。
・　「自主防犯組織数」は、情報提供者物資支援による育成、活性化を図ったが、横ばい
で目標値に届かず未達成であった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・通学路交通安全プログラムにより危険箇所の整備を進めるとともに、緊急
性の高い箇所から、交通安全施設の整備を実施したが、令和元年東日本台
風からの復旧・復興を優先したことで、一部先送りとなった事業もある。

【成果指標達成状況】
・「カーブミラー設置数」は、緊急性の高い箇所から１６基設置したが、目標
3,520基に対し、実績3,496基で、目標には届かなかった。
・「街路灯設置数」については、令和２年度に設置しなかったが、令和元年度
に多数設置したことにより、目標値は達成している。
・「幹線市道の歩道整備」については、市道2110号線の歩道を整備したこと
で、目標を達成することができた。しかしながら、市道界233号線について
は、信号機の移設に不測の日数を要し、繰越となった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・コロナ禍の影響で、各種団体との協議の場を設けることはできなかったが、市
のホームページや「広報さの」を通じて情報発信するとともに、町会長連合会や
校長会議などの機会を捉え、チラシを配布して情報提供した。
・小中学校において、栃木県金融広報委員会のアドバイザー派遣事業を活用
して、成年年齢引き下げを見据えた消費者教育講座を開催した。

【成果指標達成状況】
・「消費生活出前講座参加者人数」は、コロナ禍による緊急事態宣言発出もあ
り、施設を使用した講座などの中止を余儀なくされ、参加者は大幅に減少し、
目標は未達成となった。
・「消費者２団体の啓発活動回数」についても、コロナ禍の影響は大きく、人を
集めての活動が制限され、目標値に届かなかった。

・施策の目的「対象」・「意図」として、「市民」に対し「交通事故、犯罪、消費トラブルを予防し、当
事者とならないようにする。」と掲げ、啓発や教育を通じて、交通事故や犯罪などを未然に防ぐこ
とを目指したが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、市民参加型講座など
の開催が困難となり、啓発、教育活動を十分行う事ができなかった。また、災害からの復旧・復興
を優先的に実施したことで、計画どおりに遂行できなかった事業もあり、目標とした成果指標につ
いても、多くが未達成のまま、令和３年度以降にも引き継がれる課題となった。

・令和２年度は、予算現額１億３,０９２万円に対し、決算額は１億２,０２１万円であった。令和元年
度の決算額１億１,８９３万円と比べ、１２８万円増加したが、主な要因は、市道１級２号線道路改
良事業費の増によるものである。

【令和３年度で解決する課題】
・「交通安全計画」の策定。
・市道佐野11号線、市道界233号線の整備。
・「消費者教育推進計画」の策定。

【令和４年度以降にも引き継がれる課題】
①不要不急の外出の自粛が求められたこともあり、交通事故の発生件数は
減少したが、死亡者数は６人から８人に増えており、高齢者の割合が高い状
況は変わらない。
②防犯活動の活性化のため、自主防犯組織への支援や育成を通じ、地域全
体で見守る意識を醸成するとともに、街頭補導については、実施する場所や
時間帯を見直す必要がある。
③独居の高齢者を標的にした悪意ある商取引や、インターネットを利用した
通信販売におけるトラブルが増えている。

【令和４年度重点課題】
④通学路をはじめとする道路の安全確保のための改良、及び交通安全施設
の整備。

①高齢者を当事者とする交通事故発生の抑制を図るため、シルバードラ
イビイングスクールや安全サポートカーの乗車体験、信号点灯に対する
反射時間を測定する機器などを使用した講習など、自身の身体機能の変
化に気づく契機となるような事業を通じ、交通安全意識の高揚を図る。ま
た、新しい生活様式の下、各種メディアを活用した非接触型の啓発を積
極的に取り入れていく。
②防犯活動における個人の負担を軽減し、地域全体で見守るという意識
の醸成を図るとともに、街頭補導員については、定期的に研修を行い、資
質の向上を図っていく。
③高齢者見守りネットワーク構成団体に寄せられた消費者被害が疑われ
る事例や情報が、確実に「消費生活センター」につながるためにも、「消費
生活センター」の地域での役割を、見守り関係者の方々に十分理解して
もらい、相互に連携しながら消費生活被害の防止につなげる。

④地域住民からの要望や、通学路の合同点検などを通じて、必要とされ
る改良や危険箇所への安全整備を進める。

成果指標
設定の考え方

①交通事故発生件数が減少することが、交通
安全の啓発や事業の効果と見ることができるた
め。
②市民の防犯意識に関するアンケートを実施
することにより、実態が明らかとなるとともに、意
見を反映した啓発や事業を行うことにより、成果
の向上も期待できるため。
③安心した消費生活を送るための情報提供や
啓発などの施策効果が、トラブル相談の件数の
減少に表れると考えられるため。

施策の目的
「意　図」

①交通事故、犯罪、消費トラブルを予防し、当事
者とならないようにする。

施
策

基
本
事
業

交通安全
意識の高
揚

・交通安全教室において、実技指導
や体験型講習を積極的に取り入れ
る。また、信号機のない横断歩道に
おける歩行者優先意識の定着を図
るため、交通安全県民総ぐるみ運動
期間に合わせて啓発を行う。

防犯意識
の高揚と
防犯体制
の整備・充
実

・特殊詐欺対策電話機の補助金制
度の周知に努め、機器の普及促進
を図るとともに、警察や消費生活リー
ダー会等の関連団体と連携して、被
害防止の啓発活動を行う。
・自主防犯組織の活動を支援し、関
係機関と連携して組織の育成及び活
性化を図る。また、子どもの安全対
策として、学校や警察等と連携し、防
犯訓練や教育、通学路の点検等を
行うとともに、青少年の非行防止、早
期発見のため、街頭補導活動を行
う。

道路・交通
安全施設
の整備

・通学路交通安全プログラムに
位置づけされた危険箇所の整
備を推進するとともに、緊急性
の高い箇所から交通安全施設
の整備を実施する。

正しい消費
生活の情
報提供と
啓発活動
の充実

・高齢者見守りネットワークを構
成する各団体との協議の場を
設け、情報の交換や共有を通じ
て相談体制の連携・充実を図
り、消費生活被害の防止につな
げていく。
・中高生への消費者教育を推進
するとともに、小学校への消費
者教育の周知を図りつつ、児童
にも分かりやすい学習内容や
教材などの研究を行う。

施
策
の
基
本
情
報

・平成２９年３月から、７５歳以上の運転者の免許更新時などに認知機能検査を受けることが義務化された
が、アクセルとブレーキの踏み間違いや、児童・園児を巻き込む事故は後を絶たず、更なる対応が求められ
ている。また、令和２年６月には、問題となっていた「あおり運転」に対する罰則が道路改正法に規定され
た。
・道路整備において、車から人優先の施策が行われており、特に、通学路を主とした歩道等の整備が求め
られている。
・平成２９年度に架空請求はがきによる特殊詐欺事件が増加し、近年減少傾向にあった消費生活相談件数
も大幅な増加に転じた。令和元年度以降は相談件数も落ち着いてきているものの、いまだ多い状況にあ
る。
・平成３０年６月に、成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げる改正民法が可決され、令和４年４月に施行と
なる。

・交通安全への高い意識を持ち、交通
規則を順守する。
・自身や家族の安全は、自分で守るとい
う意識をもって、日常生活を送る。
・正しい消費知識を身に付け、消費者と
してトラブルに巻き込まれないようにす
る。

・各事業所の安全運転管理者等を通じ
て、従業員に対する交通安全教育や
研修を実施する。
・犯罪抑制のための連帯意識を高め
る。
・適切な商品表示など、製造・販売者と
しての責任を果たす。

・警察や関係団体と連携して、交通安
全、防犯、消費生活の教育・啓発を行
う。
・交通安全、防犯、消費生活に関する
情報の収集と提供を行う。
・道路の改良、交通安全設備の整備。
・防犯灯設置に係る支援を行う。


